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第五章　測量士及び測量士補
（測量士及び測量士補）
第四十八条　技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士
又は測量士補でなければならない。
２　測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。
３　測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。

（測量士及び測量士補の登録）
第四十九条　次条又は第五十一条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量
士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又
は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。
２　測量士名簿及び測量士補名簿は、国土地理院に備える。

（測量士となる資格）
第五十条　次の各号のいずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。
一　大学（短期大学を除き、旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）による大学を含む。）であつて文部科
学大臣の認定を受けたもの（以下この号、次条、第五十一条の五及び第五十一条の六において単に「大学」と
いう。）において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、測量に関し一年以上の実務の経験を
有するもの
二　短期大学（専門職大学の前期課程を含む。）又は高等専門学校（旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十
一号）による専門学校を含む。）であつて文部科学大臣の認定を受けたもの（以下この号、次条、第五十一条
の五及び第五十一条の六において「短期大学等」と総称する。）において、測量に関する科目を修め、当該短
期大学等を卒業した者（専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。次条第二号、第五十一条の五第一項
第二号及び第五十一条の六第二号において同じ。）で、測量に関し三年以上の実務の経験を有するもの
三　測量に関する専門の養成施設であつて第五十一条の二から第五十一条の四までの規定により国土交通大臣
の登録を受けたものにおいて一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者で、測量に
関し二年以上の実務の経験を有するもの
四　測量士補で、測量に関する専門の養成施設であつて第五十一条の二から第五十一条の四までの規定により
国土交通大臣の登録を受けたものにおいて高度の専門の知識及び技能を修得した者
五　国土地理院の長が行う測量士試験に合格した者

（測量士補となる資格）
第五十一条　次の各号のいずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。
一　大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者
二　短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者
三　前条第三号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において一年以上測量士補となるのに必要な専門
の知識及び技能を修得した者
四　国土地理院の長が行う測量士補試験に合格した者

第六章　測量業者
第一節　登録
（測量業者の登録及び登録の有効期間）
第五十五条　測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなけ
ればならない。
２　前項の登録の有効期間は、五年とする。
３　第一項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならな
い。
４　前項の更新の登録を受けようとする者が次条第一項の規定による申請をした場合において、第一項の登録
の有効期間の満了の日までに、第五十五条の五第一項の規定による登録又は第五十五条の六第一項の規定によ
る登録の拒否の処分がなされないときは、それらの処分があるまでは、第二項の規定にかかわらず、第一項の
登録は、なお効力を有するものとみなす。

（登録の実施及び登録の通知）
第五十五条の五　国土交通大臣は、第五十五条の二の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第
一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第五十五条の二各号に掲げる事項並びに登録年
月日及び登録番号を測量業者登録簿（以下「登録簿」という。）に登録しなければならない。
２　国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通
知しなければならない。
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